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ミニバスケットボール競技規則の一部改正（通知） 

 

 

 

記 

 

 

    １． ３０秒ルールの変更に伴う競技規則の一部改正について 

 

 

    ２． 施行日   平成２６年 ４ 月 １ 日 

 

 

 

 

 

 

   上記ルールを改正することに決定いたしましたので，ご通知申し上げます。 

   貴協会・連盟・団体の傘下の各チーム並びに関係者への周知について，宜しくお願 

 い申し上げます。 

  なお，新たにミニバスケットボール競技規則書は発行しませんので，別添の改正す 

 る条文を差し替えて，ご利用ください。 


